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令和 ３ 年 ４ 月 27 日

第 １３４００ 号（火曜日）

毎 週 ２ 回 　 火 曜 　 金 曜 発 行

石川県告示第164号

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定により、次のとおり歳入の徴収事務を委託した。

　　令和３年４月27日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

委　託　事　項
委　　託　　先

委　託　期　間
所　在　地 名　　　称

保育士登録に係る手数料の徴収事務
東京都千代田区麹町１

丁目６番地２

社会福祉法人日本保育

協会

令和３年４月１日から

令和４年３月31日まで

石川県告示第165号

　森林法（昭和26年法律第249号）第26条の２第１項の規定により、次のとおり保安林の指定を解除する。

　　令和３年４月27日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　解除に係る保安林の所在場所

　　金沢市専光寺町レ１の３

２　保安林として指定された目的  

　　飛砂の防備

３　解除の理由

　　指定理由の消滅

石川県告示第166号

　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１項の規定により、次のとおり歳入の収納事務を委託した。

　　令和３年４月27日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

委　託　事　項
委　　託　　先

委　託　期　間
所　在　地 名　　　称

県営住宅の家賃等に係る収納事務
金沢市西念３丁目15番

23号

ヒューマンネット・若草

ホーム産業共同企業体

令和３年４月１日から

令和４年３月31日まで

　　　　告　　　示
○歳入の徴収事務の委託 （少子化対策監室）　１

○保安林の指定の解除 （森林管理課）　１

○歳入の収納事務の委託 （建築住宅課）　１

　　　　公　　　告
○入札公告 （デジタル推進課）　２

○土地改良区の役員退任公告 （農業基盤課）　３

○土地改良区の役員就任公告 （　　同　　）　４

○土地改良区の定款変更認可公告 （　　同　　）　５

○県営土地改良事業に係る換地計画の決定及び縦覧公告

 （　　同　　）　５

○開発行為及び公共施設に関する工事の完了公告

 （建築住宅課）　６

目　　　　　　　　　　　次

告　　　　　　　　示
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公　　　　　　　　告

入　　　札　　　公　　　告

　次のとおり一般競争入札を実施する。

　　令和３年４月27日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

１　一般競争入札に付する事項

　⑴　調達件名及び数量

　　　Web会議用設備等借上　一式

　⑵　調達件名の特質等

　　　入札説明書による。

　⑶　借上期間

　　　令和３年８月１日から令和８年７月31日まで

　⑷　設置場所

　　　別途指定する場所

　⑸　入札方法

　　 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該

金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望

金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

２　競争入札参加者資格

　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。

　⑵ 　平成10年度以降石川県が発注する物品の製造の請負、物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入

札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等（平成９年石川県告示第581号）に基づき、

令和元年度において競争入札参加者資格を有すると認められた者であること。

　⑶　指名停止の措置を受けている者でないこと。

３　契約条項を示す場所等

　⑴　契約条項を示す場所及び問合せ先

　　　〒920－8580　金沢市鞍月１丁目１番地

　　　石川県総務部デジタル推進課ネットワーク管理グループ

　　　電話番号　076－225－1322

　⑵　入札説明書の交付方法

　　　⑴の場所において交付

　⑶　入札説明書の交付期間

　　　令和３年４月27日（火）から５月12日（水）までの県の機関の休日を除く毎日午前９時から午後５時まで

４　入札の日時及び場所

　　令和３年５月17日（月）　午前10時　

　　〒920－8580　金沢市鞍月１丁目１番地

　　石川県庁行政庁舎1412会議室（入札後、即時開札する。）

５　入札に関する注意事項

　⑴　入札参加者は、入札説明書及び仕様書を熟覧の上、入札しなければならない。

　⑵　入札参加者は、金額を示した見積内訳書を持参しなければならない。提出を求めることがある。

　⑶　郵便又は電報による入札を認めないので、入札参加者は４に定める入札の日時及び場所に集合すること。

６　その他

　⑴　入札保証金及び契約保証金

　　　免除

　⑵　入札の無効
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　　 　この公告に示した競争入札参加者資格のない者の提出した入札書、入札者に要求される義務を履行しなかった

者の提出した入札書その他入札説明書に示す無効の入札書に掲げる入札書は、無効とする。

　⑶　契約書作成の要否

　　　要

　⑷　落札者の決定方法

　　 　石川県財務規則（昭和38年石川県規則第67号）第119条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最

低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

　⑸　入札又は開札の取消し又は延期による損害

　　 　天災その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により明らかに競争の実効がないと

認められる場合は、入札又は開札を取消し、又は延期することがある。この場合において、入札又は開札の取消

し又は延期による損害は、入札者の負担とする。

　⑹　その他

　　　詳細は入札説明書による。

土地改良区の役員退任公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、次のとおり土地改良区の役員が退任した旨の届

出があった。

　　令和３年４月27日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

　加賀市土地改良区

職　名 氏　　　　名 住　　　　　　　　　　所 退任年月日

理　　事 北 村 　 治 加賀市保賀町ソ26番地 令和３年３月13日

　松任土地改良区

職　名 氏　　　　名 住　　　　　　　　　　所 退任年月日

理 事 長 西 濱 昭 一 白山市八田町1160番地 令和３年３月31日

副理事長 安 井 信 夫 白山市七郎町16番地 〃

理 事 小 倉 隆 信 白山市島田町42番地 〃

〃 米 林 　 功 白山市相川新町35番地 〃

〃 川 崎 雅 博 白山市村井町1736番地 〃

〃 村 波 郁 雄 白山市木津町23番地 〃

〃 藤 川 正 美 白山市松本町44番地 〃

〃 森 田 敏 光 白山市源兵島町57番地 〃

〃 松 浦 政 雄 白山市横江町197番地 〃

〃 松 川 　 浩 白山市相木町33番地 〃

総括監事 吉 村 伸 成 白山市北安田町476番地 〃

監 事 林 　 俊 明 白山市荒屋柏野町６番地 〃

〃 木 村 　 修 白山市五歩市町21番地 〃

　長坂用水土地改良区

職　名 氏　　　　名 住　　　　　　　　　　所 退任年月日

監 事 武 部 善 明 金沢市泉ヶ丘２丁目７番13号 令和２年３月31日

　邑知潟土地改良区

職　名 氏　　　　名 住　　　　　　　　　　所 退任年月日

理 事 長 山 本 泰 夫 羽咋市釜屋町ノ16番地１ 令和３年３月31日

副理事長 前 　 田 　 ユ キ 子 羽咋市四町い55番地 〃
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会計理事 中 元 　 守 羽咋市尾長町タ32番地１ 〃

理 事 岡 部 伸 一 羽咋市宇土野町ト１番地 〃

〃 櫻 井 英 一 羽咋市深江町ト24番地 〃

〃 楠 　 　 　 喜 久 男 羽咋市本江町エ38番地 〃

〃 勝 田 賢 治 羽咋市四町い20番地 〃

〃 西 田 　 貢 羽咋市大町ろ12番地 〃

〃 三 宅 廣 之 羽咋市鹿島路町へ13番地 〃

〃 土 島 伸 一 鹿島郡中能登町金丸又む部38番地 〃

〃 長 濵 　 寛 羽咋市一ノ宮町ヨ90番地１ 〃

〃 松 岡 清 司 羽咋市兵庫町リ31番地２ 〃

〃 渡 　 長 之 羽咋市旭町コ134番地１ 〃

〃 中 正 直 敏 羽咋郡宝達志水町杉野屋義18番地 〃

総括監事 中 村 康 德 羽咋市下曽祢町カ83番地 〃

監 事 藤 澤 　 勲 羽咋市太田町い53番地 〃

〃 木 村 忠 雄 羽咋市志々見町い40番地 〃

〃 森 　 正 志 羽咋市新保町ヤ35番地 〃

〃 上 井 信 昭 羽咋郡宝達志水町散田６番地 〃

土地改良区の役員就任公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第18条第17項の規定により、次のとおり土地改良区の役員が就任した旨の届

出があった。

　　令和３年４月27日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

　加賀市土地改良区

職　名 氏　　　　名 住　　　　　　　　　　所 就任年月日

理 事 近 安 一 次 加賀市保賀町ソ２番地 令和３年３月14日

　松任土地改良区

職　名 氏　　　　名 住　　　　　　　　　　所 就任年月日

理 事 長 西 濱 昭 一 白山市八田町1160番地 令和３年４月１日

副理事長 木 村 　 修 白山市五歩市町21番地 〃

理 事 米 林 　 功 白山市相川新町35番地 〃

〃 川 崎 雅 博 白山市村井町1736番地 〃

〃 森 田 敏 光 白山市源兵島町57番地 〃

〃 林 　 俊 明 白山市荒屋柏野町６番地 〃

〃 北 村 利 夫 白山市吉田町68番地 〃

総括監事 村 波 郁 雄 白山市木津町23番地 〃

監 事 藤 川 正 美 白山市松本町44番地 〃

〃 木 戸 正 裕 白山市相木三丁目16番地６ 〃

　長坂用水土地改良区

職　名 氏　　　　名 住　　　　　　　　　　所 就任年月日

監 事 宮 　 田 　 健 一 郎 金沢市長坂３丁目８番７号 令和３年４月１日
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　邑知潟土地改良区

職　名 氏　　　　名 住　　　　　　　　　　所 就任年月日

理 事 長 山 本 泰 夫 羽咋市釜屋町ノ16番地１ 令和３年４月１日

副理事長 原 潔 羽咋市本江町む27番地２ 〃

会計理事 岡 部 伸 一 羽咋市宇土野町ト１番地 〃

理 事 櫻 井 英 一 羽咋市深江町ト24番地 〃

〃 三 宅 廣 之 羽咋市鹿島路町へ13番地 〃

〃 土 島 伸 一 鹿島郡中能登町金丸又む部38番地 〃

〃 勝 井 慎 一 羽咋市柳田町ヒ26番地 〃

〃 渡 　 長 之 羽咋市旭町コ134番地１ 〃

〃 荒 木 孝 平 羽咋市尾長町ト24番地 〃

〃 杉 　 野 　 眞 裕 美 羽咋市飯山町ホ76番地 〃

〃 木 村 忠 雄 羽咋市志々見町い40番地 〃

〃 中 村 康 德 羽咋市下曽祢町カ83番地 〃

〃 伊 藤 幸 雄 羽咋市柴垣町十八字106番地 〃

〃 西 　 明 彦 羽咋市新保町ヤ９番地 〃

〃 上 井 信 昭 羽咋郡宝達志水町散田６番地 〃

総括監事 中 野 專 一 羽咋市千路町に59番地１ 〃

監 事 勝 田 永 彦 羽咋市四町い34番地 〃

〃 長 濵 充 成 羽咋市一ノ宮町ヨ90番地１ 〃

〃 吉 田 孝 章 羽咋郡宝達志水町菅原フ45番地 〃

　内浦土地改良区

職　名 氏　　　　名 住　　　　　　　　　　所 就任年月日

理 事 浅 山 成 雄 鳳珠郡能登町字宮犬12字34番地１ 令和３年３月５日

　珠洲市土地改良区

職　名 氏　　　　名 住　　　　　　　　　　所 就任年月日

理 事 宗 末 勝 一 珠洲市若山町向19の部42番地 令和３年４月19日

土地改良区の定款変更認可公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、次のとおり土地改良区の定款の変更を認可した。

　　令和３年４月27日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

土　地　改　良　区　の　名　称 認　可　年　月　日

加 賀 市 土 地 改 良 区 令 和 ３ 年 ４ 月 19 日

長 坂 用 水 土 地 改 良 区 令 和 ３ 年 ４ 月 19 日

田 鶴 浜 町 土 地 改 良 区 令 和 ３ 年 ４ 月 19 日

宝 達 志 水 町 土 地 改 良 区 令 和 ３ 年 ４ 月 19 日

志 賀 町 土 地 改 良 区 令 和 ３ 年 ４ 月 19 日

内 浦 土 地 改 良 区 令 和 ３ 年 ４ 月 19 日

珠 洲 市 土 地 改 良 区 令 和 ３ 年 ４ 月 19 日

県営土地改良事業に係る換地計画の決定及び縦覧公告

　土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第１項の規定により、次のとおり県営土地改良事業に係る換地計

画を定めたので、その関係書類を令和３年４月28日から同年６月１日まで縦覧に供する。
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（１箇月2,350円送料とも） 発行人　〒920-8580　石川県金沢市鞍月１丁目１番地　　石　川　県

印刷所　〒921-8178　石川県金沢市寺地１丁目14番５号　㈲プランニング・エージ　TEL（076）274-2225

　なお、この決定については、土地改良法第89条の２第４項において準用する同法第87条第６項の規定により、縦覧

期間満了の日の翌日から起算して15日以内に知事に審査請求をすることができる。また、この決定を知った日の翌日

から起算して６か月以内に、石川県を被告として（訴訟において石川県を代表する者は、石川県知事となる。）この

決定の取消しの訴えを提起することができる。ただし、審査請求をした場合は、その審査請求に対する裁決があった

ことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、石川県を被告として、この決定の取消しの訴えを提起することが

できる。

　　令和３年４月27日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

事　　業　　名 地区（工区）名 縦覧に供する書類 縦　覧　場　所

県 営 ほ 場 整 備 事 業

（面的集積型）
伊 久 留 地 区 換地計画書の写し

石 川 県 中 能 登 農 林

総 合 事 務 所

土 地 改 良 部 計 画 課

〃 高 階 第 ２ 地 区 〃 〃

開発行為及び公共施設に関する工事の完了公告

　都市計画法（昭和43年法律第100号）に基づく次の開発行為及び公共施設に関する工事が完了した。

　　令和３年４月27日

 石川県知事　　谷　　本　　正　　憲　

開発区域に含まれる地域の名称 公共施設の種類、位置及び区域 開発許可を受けた者

　河北郡津幡町字太田は171番１、

171番３から171番11まで

　道路

　河北郡津幡町字太田は171番４

　金沢市保古二丁目111番地

　株式会社エムエス企画


